
 
 
 

 

 

昨年 10月からサポート期間の更新を迎える

Plaza 財務会計のユーザの皆様にご案内してお

ります通り、Plaza シリーズのサポートが残す

ところあと 2 年（2 回の年次更新）となりまし

た。 

Plaza財務会計のユーザ様へ 

数多くのお客様が既に Plaza-i へマイグレー

ションしていただいておりますが、Plaza 財務

会計を一人で利用しているというお客様が、移

行しきれずにいらっしゃいます。 

Plaza-i はバイリンガル、多通貨という特徴

を持つ中小・中堅企業向け ERP システムとして

既に 150 社以上の会社でご利用いただいており

ますが、今回、上記のような Plaza 財務会計を

一人で利用しているお客様の為に、Plaza-i のス

タンドアロン版を用意しました。 

スタンドアロン版－低価格モデル 

このスタンドアロン版は、機能的には

Plaza-i と同じですが、一台のコンピュータで利

用することを前提に、ライセンス価格を従来の

Plaza 並に押さえた低価格モデルです。Oracle
も Personal Edition（PE）という 4 万円でご提

供可能なライセンスを使用します。 

スタンドアロン版で提供する Plaza-i はバー

ジョン 2 という、.NET Framework という最新

の環境で動作するプログラムです。 

最新環境で稼働するPlaza財務会計 

Plaza-i バージョン 2 はバイリンガル、多通

貨、マッチング等の Plaza 財務会計の便利な機

能はそのままに、しかし、ERP を強烈に意識し

たバージョン 1 のようにマスター管理、ユーザ

管理などに分かれておらず、1 つのプログラム

から全てのメニューを起動することが出来る Pl 
aza 財務会計のユーザ様にも違和感なくご

利用いただけるシステムです。 
また、Plaza 財務会計は Access2000 までし

かサポートしていないため、Vista 等では動作し

ませんが i は、Office2007 も含む、最新のコン

ピュータ環境で動作します。但し、Plaza-i はコ

ンピュータのリソースを多めに必要としますの

で、XP（SP2 以上）であれば 2GB 以上、Vista
であれば 3GB 以上のメモリーを推奨していま

す。 
また Plaza 財務会計では総勘定元帳照会並

びに印刷で、期を跨いだ出力が出来ませんでし

たが、Plaza-i では期を跨いで会計期間を指定し

出力することが可能になりました。 
また、Plaza-i は、四半期財務諸表対応、PDF

への出力、グリッド画面のエクセル転送、消費

税の伝票別税抜き処理による消費税申告書の出

力、電子帳簿保存法への対応等、最新の会計シ

ステムが備えるべき機能を備えています。 
従って、Plaza 財務会計のユーザの皆様には、

Plaza のデータがコンバージョン可能で、なお

かつ、最新コンピュータ環境で稼働する、機能

的にも進化した Plaza 財務会計が登場したとお

考えいただければ幸いでございます。 

固定資産につきましては、既に、減損会計

並びにリース会計に対応した Plaza-i 固定資産

をご利用いただいておりますが、給与計算につ

きましても、.NET Framework 環境に対応した

Plaza-i 給与計算を本年 3月にリリースいたしま

す。 

Plaza-i給与計算－3 月リリース 

Plaza-i 給与計算は、給与台帳、賃金台帳で、

「ゼロ金額を印刷しない」オプションをサポー

トし（無駄な項目を印字しなくなりました）、

また、暦年を超えた年月を範囲指定して印字で

きるようになりました。 
また、Plaza-i 給与計算モジュールのみ、移

行期間中については当面 Access2000 の MDB
をサポートします。但し、他の Plaza-i モジュー

ルと同じく、近い将来 Oracle に一本化していく

予定ですので、この機会に Personal Edition も

含む Oracle データベースへの移行も合わせて

ご検討下さい。 
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 Plaza-i消費税改正による運用考察

（8%施行前月） 

いよいよ来月 2014 年 4 月 1 日より、新消費

税率 8%が施行されます。そこで、増税決定まで

の経緯を少し振り返ってみましょう。 
【法案成立】 

2012 年 8 月 10 日消費税増税法案が成立し

ましたが、増税スケジュール（予定）が決まっ

たにすぎず（2014 年 4 月に 5％→8％、2015 年

10 月に 8％→10％）、スケジュールはあくまで

予定で確定ではありませんでした。 
【増税スケジュール確定】 

2013 年 10 月 1 日閣議決定により、2014 年

4 月 1 日より 5%から 8%への増税スケジュール

が確定しました。政府方針によっては、スケジ

ュール延期も可能だったという訳です。 
【新税率 8%請求時期の検討】 

ここでは、経過措置対象外となる保守契約ビ

ジネスを例にとって、消費税改正による業務運

用への影響について考察してみました。 
契約期間の保守料を一括徴収した場合、法人

税の処理上は、保守料を契約月数で按分しその

事業年度において経過した期間分の保守料を売

上として計上するのが原則です。弊社でも

Plaza-i の保守料は、原則通り同様の会計処理を

行っていますので、消費税改正に向けて 1 年前

から準備を進めてきました。 
当初 2013 年 4 月ぎりぎりまで、2013 年 5

月分から 5%・8%の複数税率混在請求でいくか

どうか、社内でも議論となりました。万が一、

政府方針で増税施行日が延期となった場合、消

費税差額の返金が発生する可能性があるからで

す。最終的には、政府方針ができるまで待つこ

とにしました。 
弊社では、次のような準備をしてきました。 

2013 年 5 月

News Letter 上にて、消費税率増税時の対応

についてご案内を掲載しました。 

：消費税増税への対応方針の告知 

（抜粋）「保守料のご請求に関しまして現在、

平成 26 年 4 月 1 日から消費税増税（8%）が予

定されていますが、それに伴い、平成 26 年 4
月以降に関わる部分の保守料は経過措置の対象

とならず 8%となる予定です。現状、平成 26 年

4 月以降に関わる保守料部分について、現行税

率の 5%で請求させて頂いているケースもござ

いますが、実際の税率の引き上げが行われた段

階で、事後的に消費税増税増額分を別途（もし

くは 5%と 8%が混在した状態で）ご請求させて

頂きます。・・・ 

2013 年 10 月

（抜粋）「当月 1 日に 2014 年 4 月 1 日から消

費税率を 8%に引き上げる方針が正式に表明さ

れたことを受け、保守料につきましては経過措

置の対象とはならず、2014 年 4 月以降に関わる

保守料部分についての消費税率は 8%にてご請

求させて頂きます。従いまして、今後ご請求す

る保守料に関する消費税額については、2014 年

4 月以降保守更新月となるまで、消費税率 5%と

消費税率 8%が混在した状態でご請求をさせて

頂きます。・・・」 

：消費税増税への対応方針のご

案内送付 

2013 年 11 月：複数税率混在（5%・8%）請

求書の発行開始 

2014 年 4 月以降

（抜粋）「既にご請求させて頂いている保守料

のうち 2014 年 4 月以降に関わる部分の消費税

は 5%で請求させて頂きましたが、弊社保守料に

ついては経過措置の対象とはならないため、増

税差額 3%分（8%－既請求分 5%）を 2014 年 4
月に請求させて頂きます。・・・」 

：消費税差額請求のご案内を

請求書送付時に同封予定 

【消費税差額請求の実態は？】 
いろいろな取引先からお話を伺ってみると、

消費税差額を顧客へ請求する（請求できる）企

業と請求しない（請求できない）企業が存在す

るのが実態のようです。 
税務的には法令通りの新税率で会計処理し

ていれば、消費税差額を顧客へ請求するか否か

は問われないようです。消費税差額請求をしな

い企業では、2014 年 4 月以降に売上値引きや雑

損勘定等で処理されるようです。 
【10%増税に向けての対策】 

2014 年 10 月までに政府方針が決定すると、

2014 年 11 月から、8%・10%の複数税率混在請

求が可能となります。しかし、今回のように政

府の 8%増税スケジュールの確定が遅れてしま

うと、また後追いで消費税差額の請求処理が発

生してしまいます。 
次回は、8%施行後についてレポートします。 



Plaza-iとOracleリリースの動向 

Plaza-i V2.1、Windows OS、Oracle の現在

の対応状況、および、今後の対応予定バージョ

ンについて、最新情報をお届けします。 

Oracle12c で対応しています。また、Plaza-i 
V2.1 も動作確認済みですので、安心してご利用

ください。 

Windows 8 

Oracle12c で対応しています。Plaza-i デー

タベースサーバとしてお使いいただけます。サ

ーバ上での Plaza-i V2.1 の動作確認は今後行う

予定です。 

Windows Server 2012 

Oracle12.1.0.2 というバージョンでの対応

が予定されています。このバージョンは 2014
年の後半（7～12 月）にリリースされるスケジ

ュールとなっておりますため、Plaza-i も対応の

ご案内が可能となりますのはいましばらく先と

なりそうです。 

Windows 8.1 とWindows Server 2012 R2 

今後も対応予定につきまして、適宜お伝えし

ていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願

い致します。 
 

Plaza-iチューニングのすすめ 

「最近、Plaza-i が遅く（重く）なってきた」

「特定の処理が、Plaza-i 稼働当初と比べると遅

くなっている」などといった、Plaza-i の処理性

能に関する悩み、ご不満はございませんでしょ

うか？ 
本稿では、こうした Plaza-i のパフォーマン

ス低下について、その対策も含めご紹介したい

と思います。 

Plaza-i のデータは、企業活動の「継続」と

ともに日々蓄積され、増加していきます。 

データは日々増加しています 

また企業活動の「成長」に伴い、その量はさ

らに増加していきます。 
たとえば売上や仕入が増加してきた、新規事

業を開始した、利用者や部署が増加した、営業

支援目的で分析・管理項目を増やした、内部統

制によりデータの変更履歴を記録しはじめた、

法令対応のため新たなデータが必要になった

等々の理由が考えられます。 
これらの蓄積されたデータは企業が成長す

るために利活用され、その結果、データ量がさ

らに増加していくことが予想（期待）されます。 

企業活動を支える情報システムは、企業活動

の変化に応じて変更を求められる一方で、長期

利用することが企業の利益に適いますので、そ

の構築や運用が、企業経営者や運用担当者にと

って悩みの種であることは容易に想像すること

ができます。 

インフラは、長期利用したい 

実際、Plaza-i を構成するインフラ（ハード

ウェアやオラクルデータベース）も、Plaza-i 稼
働当初に 5 年先を見越して構築・構成して、そ

の当時の構成のまま現在まで利用しており、今

後も当初の構成に大きな影響を与える事象が発

生しない限りは、なるべく長期間、利用を継続

したいと考えるユーザ様が多いことと思います。 

こうして Plaza-i のデータ量が日々増加して

いく一方で、インフラの処理性能が一定である

と、Plaza-i の全体的な処理性能（パフォーマン

ス）はデータの増加に伴い、徐々に劣化してい

くことになります。 

Plaza-iチューニングのすすめ 

つまり、Plaza-i を使っていくと、本稿冒頭

のように「最近、Plaza-i が遅く（重く）なって」

くるわけです。 
この Plaza-i のパフォーマンス低下に対して

単純に考えると、データ量の増加に合わせてハ

ードウェア（処理性能）を増強すればよいとい

うことになりますが、現実的には大きなコスト

と負荷を伴いますので、別の方法により対策し

たいというのが正直なところです。 
こうした課題に対して、本稿の本題である、

Plaza-i のチューニングをお勧めしています。 
現在のPlaza-iの運用状況に合わせてPlaza-i

の各構成をチューニングすることで、Plaza-i の
パフォーマンス低下を最小限にとどめ、（パフ

ォーマンス向上も合わせて期待できます）当初

予定の経済的耐用年数の維持・拡大を図るわけ

です。つまり、Plaza-i をメンテナンスして長持

ちさせようということです。 



実際のチューニング作業につきましては、

Plaza-i アプリケーション、オラクルデータベー

ス、ハードウェア等を、貴社の現在の Plaza-i
の運用状況に合わせてカスタマイズするため、

変動保守（別途、有償）にて対応させていただ

いておりますが、Plaza-i バージョンアップ計画

等に合わせて、1 年に 1 回程度、Plaza-i 性能に

関する状況の確認、チューニングを実施するこ

とを検討されてはいかがでしょうか。 
 

Plaza-i 新機能－為替予約機能強化 

今回はPlaza-i V2.00.24.0から追加された為

替予約関連の新機能についてご紹介致します。 

はじめに 

従来は、FEC 為替予約システム内で、売掛

取引・買掛取引に直接為替予約を引き当てる方

法のみで為替予約引当が可能でした。 

概要 

新バージョンでは、受注、発注の入金・支払

予定に対し事前に為替予約引当が可能となるだ

けでなく、売上・仕入計上時には確実に（事前

に）為替予約がなされていることになり、結果、

予約レートでの売上、仕入計上（振当法の適用

をサポートする運用）が可能となります。 
前受、前払への引当に対応するために請求入

金予定、購買支払予定への為替予約を引当しま

す。 

SOE 販売管理システムの受注伝票の請求情

報タブ、もしくは、PUR 購買管理システムの発

注伝票の購買支払予定タブの為替予約引当ボタ

ンで、売買予定取引に対し、為替予約を引き当

てることが出来ます。 

他モジュールでのコントロール 

また DRS モジュールと連動し、振当法によ

る計上が可能です。 
入出庫確認時に、請求入金予定・購買支払予

定に対し引当られた為替予約を、前受・前払部

分以外にも割当て、当該予約レートで売上、仕

入（すなわち在庫、売掛、買掛）を計上するこ

とが出来ます。 
入出庫確認前に割当を確認・調整することも

可能です。 

会社別オプション「FEC 為替予約会計計上

方法区分」で「２：振当処理」を選択します。 

セットアップ 

会社別オプション「FEC 為替予約管理シス

テム使用区分」で「３：使用する（受注・発注

のみ）」を選択します。 
発注伝票で購買支払予定タブを表示させる

には、PUR 概要（章）、購買支払予定（節）の

セットアップをご参照ください。 
 

拠点会計（LAS）モジュールのご紹介 

2014 年 1 月に Plaza-i Ver2.0 ( .NET 
Framework )： 拠点会計モジュールをリリース

いたしました。 
 

拠点会計は、営業所等、各拠点において、経

理担当者ではなく、事務担当者が、出納帳記帳、

仮払精算、業者請求書入力を行うためのモジュ

ールです。 
本社、本部側で、拠点会計の承認関連メニュ

ーと、Plaza-i 債務管理、一般会計システムを利

用して、拠点の会計処理を完結させることを想

定しています。 
経理知識のない事務担当者にも、勘定科目を

意識させない名称で入力させ、裏で勘定科目と

紐付けることで現場の煩雑さと経理側の修正負

担を削減しています。 
グループ会社に対する経理処理、もしくは、

シェアードサービス業務において、会社別に経

理専門家を配置するのではなく、現場に事務担

当者、本部に会社数に比べ比較的少数の経理担

当者を配置する場合に非常に効果を発揮するシ

ステムです。 
拠点数 100 以上の一部上場企業様での運用

実績もございます。 
小口現金をもっている部署が数カ所以上あ

る場合や支払依頼をしてくる部署が複数ある場

合など、本部経理担当者の負担軽減のニーズが

ありましたら、是非、Plaza-i 一般会計および債

務管理モジュールと併せて導入をご検討下さい。 

お問い合せ： ビジネス・ アソシエイツ営業部 
03-5715-3315（ 内線： 81）  
または弊社HP資料請求にて承ります。  

https://www.ba-net.co.jp/ssl/request/�


WF（ワークフロー）機能のご紹介 

Plaza-i は Ver1.0 の時代から「個別承認申請」

機能を有しておりました。この機能は、各種伝

票入力において、特別に承認を必要とする事由

を定義し、特定の取引（伝票）がその事由に該

当した場合に、伝票とは別に事由毎に個別に承

認を申請させる（強制させる）ことができる機

能です。 

はじめに 

例えば、SOE 受注メニューの受注伝票入力

において、特別な受注タイプや輸送タイプを使

用する場合、もしくは、単価乖離率を超過、も

しくは与信超過した場合等に、個別承認申請を

必要とする設定が可能です。具体的には、1 つ

の受注伝票が、特殊な受注タイプを利用してい

る、同時に承認が必要な特殊な輸送タイプを使

用している、さらに与信超過もしている、とい

う場合、3 つの個別承認が必要となります。つ

まり「何となく全体的に承認が必要という」と

いう曖昧な状態ではなく、承認が必要な事由毎

に承認必要者を定義し、承認を強制することが

出来ます。個別承認を申請した場合は、伝票ヘ

ッダの個別承認必要区分が「個別承認必要」と

なり、当該伝票の（承認ボタンによる次ステッ

プへ進むための通常の）承認はできなくなりま

す。申請された個別承認は、SOE 承認業務メニ

ューの「個別承認実行」画面等から承認を行い

ます。これにより、元伝票の個別承認必要区分

が個別承認済みとなり、伝票承認が実行可能と

なります。 

Plaza-i Ver2.0 からは、特定の個別承認につ

いては、①申請時に（複数の）承認者を指定（プ

ッシュ）し、かつ、②全承認者が承認を終了し

た場合、元伝票の個別承認必要区分を更新する

だけでなく、元伝票の承認自体も連動して実行

することが出来るようになりました。これをワ

ークフロー対応の個別承認と称しています。

GPM 一般購買システムでは Ver1.0 から先行し

て本機能を有しておりましたが、Ver2.0 から適

用範囲が広がり、機能が追加されています。以

下、強化された機能をご紹介します。 

ワークフロー対応の個別承認申請 

【承認者自動選択】 個別承認申請時に、自

分の所属する組織の上長など、システムに承認

者を自動選択させることが出来ます。もちろん、

都度変更も可能です。 
【承認者過不足チェック】承認申請時に、シ

ステムは、承認ルールマスターに登録した、例

えば、「100 万円以上は、部長 1 人、課長 2 人、

または、部長 2 人の承認が必要」というルール

に対し、実際に申請しようとしている各個別承

認データがその通りかチェックします。ルール

に沿った承認行為を経ないと、その伝票は承認

されません。 
【自己承認】承認可能者（候補者）に自分が

含まれていれば、承認ルールマスターの設定に

より、自分を承認者に指定することも可能です。 
【承認経路の選択】50 万円未満は、課長一

人の承認が原則だが、係長二人でも良いという、

複数の承認経路を事前に設定しておくことによ

り、申請者が承認申請時に、承認経路を選択す

ることが出来ます。承認者（ここでは課長）の

長期不在が続く場合などに対応できます。 
【承認と回覧】承認者は承認の他に保留と否

決の権限を持っていますが、申請を見たか見な

いか（開封したか未開封か）という（人数、役

職も含めた）回覧者の指定を要求することがで

きます。回覧者もシステムから申請伝票を開き、

回覧済みにしないと、伝票は承認済みになりま

せん。 
【直列型・並列型ワークフロー】承認者が複

数いる場合、部下が承認していないと上司には

承認を依頼できない直列型ワークフローと、承

認は同時に誰が行っても良い並列型ワークフロ

ーの両方をサポートしています。 
【プッシュ型ワークフロー】ユーザ ID マス

ターの設定により、ログイン時や指定した分間

隔で、自己宛の承認依頼がないかシステムにチ

ェックさせ、個別承認実行画面を開くダイアロ

グを表示したり、メイン画面の右下に承認申請

伝票件数を表示したりすることが出来ます。 
【元伝票承認処理】各承認者は、個別承認実

行画面で個別承認しますが、最後の承認者が承

認（または最後の回覧者が回覧）を実行すると、

システムは元伝票の承認処理（例えば受注承認

処理）まで連動実行します。 
【GPM 承認依頼メール送信（V2.00.40.10）】

一般購買申請入力画面からの申請実行時にメー

ルを送信します。申請時、承認回覧順序が最小

の全ての承認者（回覧者）へメールを送信しま

す。承認時、申請承認状況照会からの承認時、

次の承認者が存在する場合はその承認者へメー

ルを送信します。 



現行の最新 Ver で WF 機能を利用可能なメ

ニューと事由の一覧が以下になります。 

ワークフロー対応メニューと申請事由 

SOE 受注伝票入力   → 受注調達申請 
PUR 商品購買依頼入力 → 伝票金額 
PUR 商品購買申請入力 → 伝票金額 
MST 取引先申請    → 取引先追加等 
GPM 一般購買     → 伝票金額 
これらの機能に関しましては、CMN 共通ユ

ーザーズガイド管理者編－個別承認申請（節）、

および、各該当節をご参照ください。 

内部統制（内部牽制）を実現する基本として、

組織の面では、業務ごとに複数の担当者や部署

を関係させる（一人の担当者や一つの部署だけ

で業務を完遂できないようにする）必要があり

ます。ビジネス・プロセスの面では、部署や担

当者ごとの職務内容、決裁権限、承認プロセス

を明確にすることが必要です。 

終わりに 

貴社 Plaza-i 運用におかれましても、本機能

のご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。 
 

最新のPlaza-iバージョン情報 

平成 26 年 3 月 10 日現在までリリースして

おります最新のバージョン情報をお届けします。 
 
Plaza-i.NET    V2.01.17.07 
Plaza-i 給与計算システム V2.0.4.63 
 

なお、Plaza-i給与計算システムは弊社ホー

ムページ（http://www.ba-net.co.jp/）NEWS and 
TOPICSにも掲載しております。 

 

http://www.ba-net.co.jp/�


4 月 1 日をまたぐ取引への対応 

 
消費税率引上げを控え、価格転嫁や表示の問

題、システム対応など、引上げに向けての検討、

準備を経て 4 月 1 日を迎えることと思います。

各社のホームページや報道によれば、4 月 1 日

以後の売上について、一律 3％の転嫁、一部の

商品につき転嫁、価格据置などその対応も様々

となっています。 
その中でも事業者が頭を悩ませたであろう

4 月 1 日をまたぐ商品の販売について、報道等

で公表された事業者が実際に行う対応をもとに

適用税率の取扱いについて解説します。 
 

（1） 

商品の販売においては、経過措置の適用があ

るものを除いて、その「引渡日」における税率

が適用されることになります。したがって、引

渡しが 3月 31日までに行われるものは 5％売上、

4月1日以後に行われるものは8％売上となりま

す。なお、「引渡日」は出荷基準や検収基準な

ど、事業者にとって合理的と認められる計上基

準によることになります。 

原則的な取扱い 

3 月 31 日に出荷し、相手方で 4 月 2 日に検

収される取引の場合で、事業者が出荷基準によ

っているときは、その引渡日は 3 月 31 日（5％
売上）、検収基準によっているときは、その引

渡日は 4 月 2 日（8％売上）となります。 
これらの基準の変更は、合理的な変更がない

限り認められるものではありません。消費税率

の引上げに伴う計上基準の変更は合理的とは認

められないと思われます。 
 
（2） 

商品の販売につき、3 月 31 日までに契約、

注文、代金精算済みで、4 月 1 日以後に引渡し

を行うものにつき消費者からは 5％分の税込対

価を徴収することとしている事業者も見受けら

れました。 

3 月 31 日までに注文があった場合 

「3 月 31 日までのご注文につきましては、

消費税率 5％で計算された価格とします」 
事業者がこのような対応を取る場合であっ

ても、4 月 1 日以後の引渡しであるため、消費

税法上は 8％売上として認識する必要がありま

す。差額の 3％分は実質的に本体価格の値引き

に該当することになります。 

 
（3） 

ある自動車メーカーでは、3 月末までに納車

する予定で購入者から注文を受けたものの、リ

コールの発生により、納車日（引渡日）が 4 月

1 日以降となってしまう事態が想定されている

そうです。このメーカーでは 4 月 1 日以降の納

車となった場合、原則通り、8％の税込対価で販

売するものの、差額分の 3％をメーカーが肩代

わりし、迷惑料として販売店を通じて購入者に

支払うこととするようです。 

事業者の都合により納品が遅れる場合 

この場合、メーカーでは車両の販売は 8％売

上となり、迷惑料として支払う分については、

その内容により売上値引き又は損害負担金とし

て処理することになると思われます。 
 
（4） 

24 時間営業のコンビニエンスストアやファ

ミリーレストランなどでは、4 月 1 日午前 0 時

をまたぐ販売等について、その対応が分かれて

います。 

24 時間営業の店舗 

あるコンビニエンスストアでは、4 月 1 日午

前 0 時をもって消費税率を 8％とするものの、

消費者が複数の商品を購入する場合には 3月 31
日午後 11 時 59 分 59 秒までに最初の商品をレ

ジに通したものについては、2 つめ以降の商品

が午前 0 時以後にレジを通ったとしても、その

商品代金のすべてについて 5％を適用するよう

です。 
この場合には、最初の商品がレジを通った 3

月 31 日が引渡日として、消費税法上も 5％売上

として認識して差し支えないと思われます。 
 
このように、特に 4 月 1 日をまたぐ売上に

係る消費税率については、事業者側も 8％売上

となることは認識しつつも、取引当事者（事業

者、消費者）の混乱、トラブルの防止などのた

め、あえて消費者からは 5％分しか徴収せず、

差額分は会社負担とする対応も多く見られます。 
貴社の対応につきましても、今一度ご確認い

ただき、消費者から徴収する税率と消費税法上、

適用すべき税率につき異なる売上がある場合に

は、消費税の申告上、適用税率に誤りのないよ

う、ご注意ください。 
 



平成 26 年度税制改正（事業再編を促

進するための税制措置） 

 

我が国経済を再興すべく、産業活動における

新陳代謝の活性化を促進するため、産業競争力

強化法が平成 26 年 1 月 20 日より施行されてい

ますが、同法に規定する特定事業再編（下記図

参照）を行う場合、事前に同法による認定を受

けることで、税制上の優遇を受けることができ

ます。 

 

今回は、平成 26 年度税制改正により創設さ

れるその税制上の優遇措置の一つである特定事

業再編投資損失準備金制度について解説します。 
 

(１) 内容 

1. 特定事業再編投資損失準備金制度 

青色申告書を提出する法人で産業競争力強

化法の施行の日から平成 29 年 3 月 31 日までの

間に同法に規定する特定事業再編計画の認定を

受けた事業者（以下、認定事業者）が、積立期

間（注）内の日を含む各事業年度において特定

会社の次の①②の株式等の取得をし、かつ、そ

の株式等をその取得の日を含む事業年度終了の

日まで引き続き有している場合において、その

株式等（以下、特定株式等）の価格の低落又は

貸倒れによる損失に備えるため、その特定株式

等の取得価額の 70％以下の金額を特定事業再

編投資損失準備金として積み立てたときは、そ

の積み立てた金額は、その事業年度の所得の金

額の計算上、損金算入することが可能となりま

す。 
① 設立や資本金の額等の増加に伴う金銭の

払込み、合併、分社型分割又は現物出資に伴

い取得する特定会社の株式（出資を含みま

す。） 

② 特定会社に対する貸付金に係る債権 

 

つまり、青色申告書を提出する認定事業者は、

特定株式等の取得価額に対して準備金を積み立

てた場合には、その取得価額の 70％を限度とし

て、その積み立てた金額をその事業年度の所得

の金額の計算上、損金算入することができます。 

注 認定を受けた日から同日以後 10 年を経過

する日（特定会社の営業利益が 3 期連続黒字に

なる等の目標を達成した場合には、その目標を

達成した日）までの期間をいいます。 
 (2) 準備金の取り崩し 

上記(1)の準備金は、その積立期間終了の日

を含む事業年度の翌事業年度から 5 年間で、そ

の積立期間終了の日を含む事業年度終了の時に

おける準備金残高の均等額を取り崩して、益金

算入することとされています。 
なお、特定会社が解散した場合等一定の場合

には、その事業年度において準備金を一括して

取り崩し、益金算入することとされています。 

 

三菱重工株式会社（以下、三菱重工）と株式

会社日立製作所（以下、日立）は両社の火力発

電システム関連事業の統合について特定事業再

編計画の認定を受けています。 

2. 認定案件 

この事業統合は、三菱重工が新たにＭＨパワ

ーシステムズ株式会社（分割後の商号は三菱日

立パワーシステムズ株式会社。以下、ＭＨＰＳ）

を設立し、その後、ＭＨＰＳに、三菱重工と日

立の両社が統合対象事業を分社型分割により承

継するものです。 

 

特定事業再編の概要

（経済産業省資料を一部改変）

【事業者Ａ】 【事業者Ｂ】

出融資

経営支援

【特定会社Ｃ】

ａ ｂ

事業再編のうち、複数の事業者（同業・異業種を問わない）が経営資源を融合すること

で大きく成長を期待できる事業を有する場合に、①事業を自社から分離し、他社と統合

することで、②新たな需要を開拓し、事業の生産性の著しい向上を目指すものをいう。

出融資

経営支援

ａ+ｂ事業

※特定事業再編により誕生する統合会社を「特定会社」といいます。

ａ ｂ

新設分割

【事業者Ａ】 【事業者Ｂ】

Ｃ社株式

60億円取得

【特定会社Ｃ】

Ｃ社株式

40億円取得

新設分割

42億円損金 28億円損金

ａ ｂ

5億円融資 2億円融資

3.5億円損金 1.4億円損金

（例）共同新設分割があった場合

(例）3年目に融資、7年目に増資するケース

【益金算入】 均 等 取 崩 額

【損金算入】 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

（経済産業省資料より）

一
括
取
崩

※認定事業者は特定会社に対

する出融資額の70％を限度に

準備金を積み立て可能

（例えば、9年目に特定会社

が解散した場合）

増資額の70％
以内

融資額の70％
以内

設立時の

出資額の

70％以内

ＭＨＰＳ設立時の出資額の70％

日立
分社型分割により取得したＭＨＰＳ株式の取得価額の70％

三菱重工

※この制度はH26.4.1以後に終了する事業年度から適用することとされていますが、三
菱重工及び日立は、H27.3月期において準備金を積み立てることにより、損金算入でき
ることとされています。

＜三菱重工及び日立が積み立てることができる準備金の額＞



 



 



 



 

  

  

Visit our web sites at 

http://www.ba-net.co.jp 
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